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労 務 資 材 単 価 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府環境農林水産部 

  



令和２年３月環境農林水産部労務資材単価の下記について、別添  のとおり

定め、適用することとします。 

 

記 

 
 

１) 公共工事設計労務単価 

 

２) 設計業務委託等技術者単価 

 

３) 機械電気設備工事関係労務単価 

 

４）機械電気設備点検整備等業務関係労務単価 

 

 

 

 

適  用  

 

〇測量、地質調査、設計コンサルタント業務等(設計業務委託等技術者単価

を使用して積算している案件) 

 

・原則として令和２年３月１日以降に公告する案件より、新労務単価を適用

する。  

 

〇工事   

・令和２年３月１５日以前に公告する案件は、 旧労務単価を適用する。 

⇒ 特例措置対応 

 

・令和２年３月１６日以降に公告する案件は、新労務単価を適用する。 
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